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１．地勢等 

 

１－１ 位置・地勢 

上田市は、長野県の中央からやや東北部に位置し、県庁所在都市である長野市から直線距

離約 30km、東京から約 190km に位置し、面積は 552.04km2です。市域は、松本市、須坂市、

長野市、千曲市、東御市、長和町、青木村、坂城町、立科町、筑北村、嬬恋村（群馬県）と

接しています。 

北部は菅平高原を中心とした、四阿山（2,354ｍ）、根子岳（2,207ｍ）の他、烏帽子岳（2,066

ｍ）などの2,000ｍ級の山、南部は美ヶ原高原を中心とした、王ヶ頭（2,034ｍ）、物見石山（1,985

ｍ）、武石峰（1,973ｍ）などがあります。また、塩田地区の南部には、独鈷山（1,266ｍ）、本市

中心部の北側には、太郎山（1,164ｍ）などがあります。 

本市は全域が信濃川水系に属し、本流である千曲川の支流の主な水系としては以下が挙げ

られます。 

・神川水系 ：市域北部を南流し､岩下地区付近で千曲川に合流。支流は傍陽川など。 

・浦野川水系：市域中央部の川西地区、塩田地区を流域とし、小泉地区付近で千曲川に合

流。支流は産川、湯川など。 

・依田川水系：市域南部の丸子地区、武石地区を流域として北流し、生田地区付近で千曲

川に合流。支流は依田川のほか、内村川、武石川など。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

［図・上田市の地形］ 

［図・上田市の地形］ 
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１－２ 気象 

2022（令和４）年における気象庁データによる上田地域の年平均気温は 12.5℃で、年間の

平均最高気温で最も高いのは８月の 32℃、平均最低気温で最も低いのは１月の-5.5℃であり、

昼夜及び冬夏の気温の差が大きい典型的な内陸性気候です。また、年間降水量が約 900mm と

全国でも有数の少雨地域となっています。 

また、市北部の菅平地域では、年間の平均気温が約７℃であり、平均最高気温が最も高い

８月でも約 25℃であり、夏は避暑地として観光客に親しまれています。一方、冬期の降水量

（降雪量）が多くなっており、平均最低気温で最も低いのが１月の約-13℃と冬期の厳しい気

象状況が伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上田の気候 

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平均最高

気温(℃) 
4.5 6.2 14.1 20.2 23.4 28.4 31.7 32 27.6 19.9 16.2 8.5 

平均気温

(℃) 
-1.3 -0.4 6 12.3 15.9 21.1 25.2 25.5 21.8 13.2 9.1 1.9 

平均最低

気温(℃) 
-5.5 -5.1 -0.2 6.4 10 15.9 21.2 21.4 17.8 8.4 4.2 -2.7 

降水量

(mm) 
5.5 27.5 47 84.5 77.5 83.5 281 71 140 40.5 65 12 

日射時間

(h) 
218.8 196.6 237.1 213.5 222.3 211.5 176.3 175.7 150.3 159.2 175.5 194 

菅平の気候 

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平均最高

気温(℃) 
-2.8 -2.7 5.1 13.2 16.3 20.9 24.6 24.7 21.2 13.2 9.7 1.3 

平均気温

(℃) 
-7.2 -7.7 -0.5 6.6 10 15.2 19.5 20 16.5 7.8 4.1 -3.8 

平均最低

気温(℃) 
-13.4 -15.7 -7.2 0.1 3.1 10.4 15.4 16.4 12.7 2.7 -1.1 -9.3 

降水量

(mm) 
67.5 72.5 57 127.5 99.5 78 202 135 199 71.5 89 37.5 

日射時間

(h) 
146 134.2 189.9 199.6 211.7 198.3 149.5 152 131.5 156.3 176 159.7 

資料：気象庁

［図表・月別平均最高・平均・最低気温及び降水量などの推移（2022（R4）年）］ 
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２．人口等関連 

 

２－１ 人口の推移 

2000（平成12）年から2020（令和２）年の本市の人口推移を見ると、総人口は経年的に減

少傾向にあり、2025（令和７）年以降もその傾向は継続するものと予測されています。 

2020（令和２）年において総人口154,055人だったものが、10年後の2030（令和12）年には

144,037人に、2045（令和27）年には127,104人と13万人を下回ると予想されています。 

年少人口、生産年齢人口は市の総人口の減少に伴い減少しますが、老年人口はほぼ横ばい

で推移し今後は高齢者のさらなる高齢化が進むものと予想されています。 

年齢別構成では、70歳前後の人口が多く30歳以下の若年層が少ない構造となっています。 

世帯数については、核家族化に伴い増加傾向にあります。 

 

 

  

［図・人口の推移、将来予測］ 

資料：2000（H12）年～2020（R2）年は国勢調査、2025（R7）年以降は社会保障・人口問題研究所推計（2023（R5）年推計）
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［図・人口ピラミッド］ 

資料：2020(R2)年は国勢調査、2045(R27)年は社会保障・人口問題研究所推計（2023（R5）年推計）
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２－２ 人口動態 

2011（平成 23）年から 2023（令和５）年 10 月現在の本市の人口動態の推移を見ると、自

然増減数（出生数 - 死亡数）は波があるものの経年的に減少傾向にあり、2019（平成 31）

年以降の近年は減少幅が大きくなっています。 

一方、社会増減数（転入 – 転出）は、2018(平成 30）年まで増加傾向にありましたが、2019

（平成 31）年と 2020（令和２）年には減少に転じました。しかしながら、2021（令和３）年

以降は再度転入超過に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

年次 総人口 出生 死亡 
自然 

増減数 
転入 転出 

社会 

増減数 

人口 

動態 

2011(H23)年 159,137 1,294 1,761 -467 5,153 5,065 88 -379 

2012(H24)年 158,548 1,278 1,750 -472 4,676 4,632 44 -428 

2013(H25)年 157,551 1,217 1,842 -625 4,699 4,361 338 -287 

2014(H26)年 156,649 1,191 1,829 -638 4,790 4,498 292 -346 

2015(H27)年 156,742 1,197 1,844 -647 4,922 4,588 334 -313 

2016(H28)年 156,344 1,138 1,774 -636 4,893 4,381 512 -124 

2017(H29)年 155,609 1,084 1,964 -880 4,876 4,437 439 -441 

2018(H30)年 155,232 1,138 1,890 -752 5,299 4,662 637 -115 

2019(H31)年 153,938 1,009 1,939 -930 4,830 4,889 -59 -989 

2020(R2)年 153,923 1,032 1,901 -869 4,307 4,559 -252 -1,121 

2021(R3)年 153,043 931 1,863 -932 4,584 4,368 216 -716 

2022(R4)年 152,021 976 2,042 -1,066 4,822 4,643 179 -887 

2023(R5)年10月現在 151,158 725 1,804 -1,079 4,392 4,063 329 -750 

資料：長野県毎月人口異動調査

［図表・人口動態］ 
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２－３ 地区別人口等 

（１）地区別人口 

用途地域内及びその周辺で人口規模の高い地区（「5,000 人以上」と「1,000～5,000 人」）

がある状況にあまり変化はありません。 

一方、川西地域や真田地域での減少が目立っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査

都市計画区域 

［図・地域別人口（2020（R2）年）］ 

［図・地域別人口（2010（H22）年）］ 
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（２）地区別人口密度 

上田用途地域内において 40 人／ha 以上の地区が見られることに変化はありません。 

上田及び丸子用途地域外隣接地区において、比較的高い人口密度を示している地区があ

ることにも大きな変化はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画区域 

［図・地域別人口密度（2020（R2）年）］ 

［図・地域別人口密度（2010（H22）年）］ 

資料：国勢調査
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（３）地区別人口増減率 

全般的に 10％未満の減少率の地区が多くを占めており、特に川西地域や武石地域、真田

地域で減少率が高くなった地区がみられます。 

一方、上田・丸子の用途地域隣接部において増加率が高くなった地区が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［図・地域別人口増減率（2010（H22）年）］ 

［図・地域別人口密度（2020（R2）年）］ 

資料：国勢調査

→ 
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［図・地域別人口密度（2020（R2）年）］(上田用途地域周辺) 

資料：国勢調査
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資料：国勢調査

［図・地区別人口密度（2020（R2）年）］(丸子用途地域周辺) 
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（４）地区別高齢者人口割合 

地区別高齢者人口割合は全市的に高い値に推移し、40％超の地区が多くなっており、

特に武石地域、真田地域において顕著になっています。 

上田用途地域内においても40％超の地区が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［図・高齢者人口分布（2020（R2）年）］ 

資料：国勢調査

［図・高齢者人口分布（2010（H22）年）］ 

都市計画区域 
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２－４ 将来人口の推計・現状との比較 

（１）総人口 

将来の人口推計（総人口）では、上田用途地域内での人口減少が目立っています。 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢化率の変化（65歳以上） 

将来の人口推計（高齢化率）では、全市的な高まりが顕著で、大部分が30％以上とな

ることが予測されます。 

  

［図・2020（R2）年人口メッシュ）］ ［図・2040（R22）年人口メッシュ）］ 

総人口 15.4 万人 総人口 13.5 万人 

資料：2020(R2)年は国勢調査、2040(R22)年は国土数値情報

［図・2020（R2）年人口メッシュ）］ ［図・2040（R22）年人口メッシュ）］ 

資料：2020(R2)年は国勢調査、2040(R22)年は国土数値情報
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２－５ 人口集中地区（DID）の変遷 

人口集中地区人口は2010（平成22）年までは増加傾向にありましたが、2015（平成27）年

の国勢調査で丸子地区の人口集中地区が除外され、また市全体の人口も減少傾向にあるため、

それと同調するように人口集中地区人口も減少傾向に転じています。人口集中地区人口密度

は、近年横ばい傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年次 
人口集中地区人口

（人） 

面積 

（ha） 

人口集中地区人口密度 

（人／ha） 

1980(S55)年 38,669 780.0 49.6 

1990(H2)年 40,398 1,010.0 40.0 

2000(H12)年 43,267 1,109.0 39.0 

2010(H22)年 52,481 1,463.0 35.9 

2015(H27)年 47,185 1,253.0 37.7 

2020(R2)年 46,284 1,263.0 36.65 

［図表・人口集中地区人口・人口密度の推移］ 

資料：上田市の統計、国勢調査
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資料：国勢調査 

［図・人口集中地区の変遷］ 
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２－６ 道路・交通 

（１）広域交通網 

上信越自動車道や北陸新幹線など、本市と周辺都市及び主要都市圏を結ぶ広域交通網

が整備されており、生活範囲、経済活動、観光誘客など多様な分野での効果を期待した

利活用がされています。 

 

 

  

［図・長野県の広域交通網計画］ 

『上田市』 

上信越自動車道や北陸

新幹線を通じて広域アク

セスができる立地条件 

資料：長野県新交通ビジョン（2013（平成 25）年３月）
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（２）市内の交通状況 

＜主要幹線道路＞ 

市内の主要幹線道路における混雑時の平均旅行速度を見ると、国道 18 号上田バイパス

（位置図番号：５）や（主）上田丸子線（位置図番号：44、46、50）、（主）長野上田線

（位置図番号：53、54）など、20.0km/h 未満となる路線が中心市街地周辺地域に多くあり、

自動車交通が集中すると同時に混雑区間が生じています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

［図・混雑時平均旅行速度分布］ 

資料：R3 都市計画基礎調査
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＜高速道路＞ 

本市には上信越自動車道上田菅平インターチェンジがあり、利用交通量は 350 万台前後

で推移していましたが、2020（令和２）年には、約 288 万台まで減少しました。翌年 2021

（令和３）年では微増し、約 300 万台となっています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）就業・通学者の移動手段 

通勤や通学時の利用交通手段では、自家用車の利用が 80％前後で最も多く、鉄道やバス

など公共交通の利用は、「他市区町村で就業・通学」を除き 10％以下となっています。 
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2016年
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(H30)
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(R元)
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(R2)
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(R3)

利
用
交
通
量
（
千
台
）

入口 出口

［図・上田菅平インター利用状況］ 

資料：東日本高速道路株式会社関東支社佐久管理事務所

［図・就業・通学者の移動手段］ 

資料：R2 国勢調査
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5.3%

1.9%

0.7%

79.3%

0.1%

0.9%

7.9%

1.1%

8.1%

2.3%

1.8%

0.6%

78.7%

0.0%

0.9%

9.0%

0.9%

0.7%

17.1%

2.0%

1.0%

81.7%

0.7%

0.7%

3.6%

2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

1 徒歩のみ

2 鉄道・電車

3 乗合バス

4 勤め先・学校のバス

5 自家用車

6 ハイヤー・タクシー

7 オートバイ

8 自転車

9 その他

他市区町村で

就業・通学

上田市で

就業・通学

総数

90.0%

他市区町村で

就業・通学

上田市で

就業・通学
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２－７ 通勤・通学 

本市は東信地域の中核都市であり、通勤・通学流動の状況は、流入が多くなっています。 

就業者の流出先は東御市が多く、また、通学者の流出先は長野市が最も多くなっています。

その他、隣接する坂城町との往来も多い状況です。 

 

    

［図・通勤流動］ 
資料：R3 都市計画基礎調査

［図・通学流動］ 
資料：R3 都市計画基礎調査
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３．産業関連 

 

３－１ 産業別就業人口 

2000（平成 12）年から 2020（令和２）年までの産業分類別人口の推移を見ると、経年的に

おおむね減少傾向にあります。2020（令和２）年の総数は 75,376 人となっており、2000（平

成 12）年に比べると約 13％減少しています。 

産業分類別に見ると、第１次、第２次産業就業者割合は減少傾向、第３次産業は増加傾向

にあり、第３次産業就業者数が最も多く、2020（令和２）年では全体の約 60％を占めていま

す。同様に第２次産業就業者は約 32％、第１次産業就業者数は約４％となっています。（※

分類不能を含んだ総数に対する割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 2000(H12)年 2005(H17)年 2010(H22)年 2015(H27)年 2020(R2)年 

第1次産業（人） 6,470 6,579 4,677 3,964 3,332 

第2次産業（人） 34,611 29,878 25,421 25,443 24,405 

第3次産業（人） 45,140 45,460 44,893 45,379 45,312 

※分類不能除く

［図表・産業別就業者数］ 

資料：上田市の統計

※就業者数総数は分類不能含む
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３－２ 商業 

2002（平成14）年から2021（令和３）年までの商店数・従業者数及び年間商品販売額の推移を

みると、商店数、従業者数の減少傾向が続く中、年間商品販売額（実数）は増減がありながらも

概ね横ばいに推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 工業 

2002（平成 14）年から 2020（令和２）年までの事業所数・従業者数及び製造品出荷額等の

推移をみると、事業所数の減少傾向が続く中、従業者数、製造品出荷額（実数）は増減があ

りながらも概ね横ばいに推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［図・産業別就業者数］ 

資料：商業統計調査、経済センサス活動調査

［図・産業別就業者数］ 

資料：工業統計調査



21 
 

４．土地利用関連 

 

４－１ 土地利用 

市全域では山林が約72％を占めており、次

いで畑が約６％、田が約５％と水面やその他

自然地を含めると約86％が自然的土地利用

となっています。一方住宅用地や道路などの

都市的土地利用のうち、最も大きな割合を占

めているのが住宅用地の約５％、次いで道路

用地が約３％などとなっています。 

 

 

 

 

 

都市計画区域内の土地利用を見ると、ここ

でも山林が約52％と最も大きな割合を占め

ており、次いで田が約10％、畑が約９％とな

っています。水面やその他自然地を含めると

都市計画区域の約76％が自然的土地利用と

なっています。一方住宅用地や道路などの都

市的土地利用のうち、最も大きな割合を占め

ているのが住宅用地の約10％、次いで道路用

地が約６％などとなっています。 

 

 

 

用途地域内の土地利用を見ると、住宅用地

が最も多く全体の約38％を占め、次いで道路

用地が約14％、公共・公益用地が約13％、商

業用地が約９％などとなっており、都市的土

地利用が約86％を占めています。一方、山林

や田畑などの自然的土地利用は全体の約

14％で、そのうち最も大きな割合を占めてい

るのが畑の約７％、次いで田の約４％などと

なっており、水面やその他自然地を含めると

用途地域内の約14％が自然的土地利用とな

っています。 

  

資料：R3 都市計画基礎調査

田
5.1% 畑

6.2%

山林
72.1%

水面

0.8%

その他の自然地
2.7%

住宅用地

4.9%

商業用地
0.8%

工業用地
1.0%

公共・公益用地
2.0%

道路用地

3.1%
交通施設用地

0.1% その他の空地
1.3%

［図・土地利用状況(市全域)］ 

田
3.9%

畑

6.6%

山林
0.7% 水面

0.7%

その他の自然地

1.7%

住宅用地
38.0%

商業用地
9.0%

工業用地
4.8%

公共・公益用地
13.1%

道路用地
14.4%

交通施設用地
1.1% その他の空地

6.0%

［図・土地利用状況(用途地域内)］ 

田
9.7%

畑

8.5%

山林
52.3%

水面
1.4%

その他の自然地

4.3%

住宅用地

9.6%

商業用地
1.5%

工業用地
2.1%

公共・公益用地
3.2%

道路用地

5.5%

交通施設用地

0.2% その他の空地
1.6%

［図・土地利用状況(都市計画区域内)］ 
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市
街
地
区
分 

自然的土地利用 

農地 

山
林 

水
面 

そ
の
他
の

自
然
地 

小
計 田 畑 

小
計 

用途地域 

指定区域 

① 

62.1 105.0 167.1 11.4 11.5 26.7 216.7 

用途地域 

指定区域外 

② 

2,196.7 1,885.5 4,082.2 12,180.6 325.4 984.9 17,573.1 

都市計画   

区域 

③＝①+② 

2,258.8 1,990.5 4,249.3 12,192.0 336.9 1,011.6 17,789.8 

都市計画   

区域外 

④ 

566.9 1,433.4 2,000.3 27,618.4 79.5 471.2 30,169.4 

合計 

⑤＝③+④ 
2,825.7 3,423.9 6,249.6 39,810.4 416.4 1,482.8 47,959.2 

 

市
街
地
区
分 

都市的土地利用 

合
計 

可
住
地 

非
可
住
地 

宅地 

公
共
・
公
益
用
地 

道
路
用
地 

交
通
施
設
用
地 

そ

の

他

の

公

的

施

設

用

地 

そ
の
他
の
空
地 

小
計 

住
宅
用
地 

商
業
用
地 

工
業
用
地 

小
計 

用途地域 

指定区域 

① 

608.9 144.6 77.1 830.6 210.4 230.1 18.2 0.0 96.4 1,385.7 1,602.4 1,087.8 514.6 

用途地域 

指定区域外 

② 

1,633.8 197.6 409.5 2,240.9 524.7 1,050.6 20.7 0.0 281.6 4,118.5 21,691.6 7,042.5 14,649.1 

都市計画   

区域 

③＝①+② 

2,242.7 342.2 486.6 3,071.5 735.1 1,280.7 38.9 0.0 378.0 5,504.2 23,294.0 8,130.3 15,163.7 

都市計画   

区域外 

④ 

459.0 95.8 58.7 613.5 348.7 454.9 0.0 0.0 323.5 1,740.6 31,910.0 3,242.3 28,667.7 

合計 

⑤＝③+④ 
2,701.7 438.0 545.3 3,685.0 1,083.8 1,735.6 38.9 0.0 701.5 7,244.8 55,204.0 11,372.6 43,831.4 

注１．「公共・公益用地」は土地利用現況図の「公共施設用地」と「公共空地」の合計。 

注２．非可住地は、以下のとおりとする。 

・「水面」、「その他の自然地」（耕作放棄地・草地は除く）、「公共・公益用地」、「道路用地」、「交

通施設用地」、「その他の公的施設用地」とこれらのほか、大規模（１ha 以上）な商業用地を非可住地と

した。 

・都市計画区域外は「山林」も非可住地とした。 

 

 

  

資料：R3 都市計画基礎調査

［表・土地利用状況］ （単位：ha） 
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４－２ 農地転用 

2011（平成 23）年から 2021（令和３）年までの農地転用の件数及び面積の推移を見ると、

2013（平成 25）年に件数、面積ともに大きく増加し、その後波はあるものの、経年的に 300

件、おおむね 20ha 以上の農地転用が行われています。2021（令和３）年には、面積がさらに

増加し約 30ha となっており、活発な土地活用が行われている様子が伺えます。 

なお、特徴として用途地域外の転用件数が多く、中心市街地に比べ安価で、より広い宅地

を求めて中心部から郊外へ居住が拡散する傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年次 
2011年 

(H23) 

2012年 

(H24) 

2013年 

(H25) 

2014年 

(H26) 

2015年 

(H27) 

2016年 

(H28) 

件数 274 287 348 381 352 348 

面積 13.4 12.5 23.3 23.9 20.3 20.7 

年次 
2017年 

(H29) 

2018年 

(H30) 

2019年 

(R1) 

2020年 

(R2) 

2021年 

(R3) 
 

件数 300 325 335 331 345  

面積 19.2 24.7 22.7 22.4 29.6  

［図表・農地転用の推移］ 

(単位：件・ha)

資料：上田市の統計（農業委員会）
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４－３ 開発行為 

2016（平成 28）年から 2022（令和４）年の「上田市開発事業の規制に関する条例」に基づ

く、地域別の開発行為の届出件数は、上田城南地域が最も多く 32 件、次いで神科・豊殿地域

が 26 件、塩田地域が 16 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：開発事業届台帳

［図・地域別の開発行為の届出件数］ 
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資料：開発事業届台帳

［図・市条例開発事業届・都市計画法開発行為（H28～R4） 届出の分布状況］ 
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４－４ 地価の動向 

2001（平成 13）年から 2021（令和３）年の 20 年間における地価の推移を見ると、いずれ

の地点においても下落傾向となっています。特に本市中心部の地価下落が著しく 70％～80％

の下落率となっています。 

一方、郊外では中心部に比べて下落率がやや低くなっていることから、中心部と郊外部で

の地価の格差が縮小傾向にあると言えます。 

長期的な下落傾向により固定資産評価額への影響が懸念され、安定した税収の確保に向け

て、居住の誘導や都市機能の再整備など、地価の下落を抑止する施策の検討が課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：長野県地価調査（各年７月１日）

［図・地価の動向］ 
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①緑が丘（住宅） 

②中央西（事務所）

⑥生田荒谷（住宅） 

③中央（住宅・店舗）

④常入（住宅）

⑤上丸子宮ノ前（住宅）

［図・地価公示の基準地］ 

８号バイパス未修正 

①緑が丘（住宅） 

②中央西（事務所） 

⑥生田荒谷（住宅） 

③中央（住宅・店舗） 

④常入（住宅）

⑤上丸子宮ノ前（住宅）

資料：国土数値情報

①緑が丘（住宅） 

②中央西（事務所） 

⑥生田荒谷（住宅） 

③中央（住宅・店舗） 

④常入（住宅）

⑤上丸子宮ノ前（住宅）
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４－５ 空き家 

住宅・土地統計調査による 1998（平成 10）年から 2018（平成 30）年までの空き家総数な

どの推移を見ると、2013（平成 25）年までは空き家数、空き家率は増加傾向にありましたが、

2018（平成 30）年では減少に転じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年次 
1998年 

（H10） 

2003年 

（H15） 

2008年 

（H20） 

2013年 

（H25） 

2018年 

（H30） 

住宅総数 48,970 52,870 71,060 74,550 76,280 

空き家総数 5,980 7,710 13,070 14,030 13,060 

空き家率 12.2% 14.6% 18.4% 18.8% 17.1% 
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住宅総数 空き家総数 空き家率

［図表・空き家数の推移］ 

資料：住宅・土地統計調査
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空き家などはすべての地区で確認。 

空き家など、棟数の多い地区は丸子中央、川辺・泉田、神科、

長地区でした。また、空き家率の高い地区は、丸子中央、依田、

内村、傍陽、長地区でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

数値の説明 

地区名 

空き家棟数 

(空き家率) 

［図・地区別の空き家率］ 

資料：R2 上田市空家等対策計画
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上田用途地域周辺の空き家の状況をみると、千曲川右岸地域において多くの空き家が存在

しています。また、人口が減少している地区だけでなく、人口が増加している地区において

も、空き家が集中しているエリアが見られます。 

丸子用途地域周辺の空き家の状況をみると、市街地南部において多くの空き家が存在して

います。 

将来的に人口が減少し続けると、空き家のさらなる増加が想定されるため、空き家の発生

の抑制や利活用の促進などの取組強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：国勢調査、R2 上田市空家等対策計画

［図・空き家の分布状況と人口増減（上田用途地域周辺）］ 
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［図・空き家の分布状況と人口増減（丸子用途地域周辺）］ 

資料：国勢調査、R2 上田市空家等対策計画
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４－６ 新築動向 

都市計画基礎調査（2021（令和３）年）による 2016（平成 28）年から 2020（令和２）年ま

での地域別新築戸数の累計推移を見ると、上田地域の用途地域外が最も多く、次いで上田地

域の用途地域内となっています。 

丸子地域も含め用途地域外の方が用途地域内より件数が多くなっており、市街地の拡大や

都市のスポンジ化の進行が懸念されます。 

次頁に示すように、2015（平成 27）年～2020（令和２）年の国勢調査による地区別人口増

減率と新築家屋立地状況を重ね合わせて見ると、上田用途地域周辺においては、用途地域外

の下塩尻、上塩尻、秋和、下之条、中之条、諏訪形、住吉、古里、国分地区など、丸子用途

地域周辺においては生田飯沼地区など、人口増減率が高くなった地区への立地が目立ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［図表・新築動向（2016(H28）年～2020(R2)年）］ 

資料：R3 都市計画基礎調査
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［図・新築建物分布状況］ 

資料：国勢調査、R3 都市計画基礎調査
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［図・地域別人口増減、新築建物］（上田用途地域周辺） 

資料：国勢調査、R3 都市計画基礎調査



35 
 

［図・地域別人口増減、新築建物］（丸子用途地域周辺） 

資料：国勢調査、R3 都市計画基礎調査
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５．都市施設 

 

５－１ 面整備 

（１）土地区画整理事業 

土地区画整理事業の実施状況は、計７地区のうち６地区において合計約86ha実施済みで

す。 

 

 
 

地区名 都市計画決定 認可当初事業計画 施行年度 

備 考 
施行者 告示/年月日 面積/目的 

認可最終（変更） 

事業計画 
施行面積 

１ 
東部第一 建設省第2514号 21.3ha S35.6.3 S35～S38  

上田市 S31.12.17 新市街地造成 S38.3.29 218,907㎡ 

２ 
天    神   S13.9.28 S13～S24  

組合  新市街地造成  106,562㎡ 

３ 
常    入   S15.2.23 S14～S21  

組合  新市街地造成  253,016㎡ 

４ 
国    分   S60.3.4 S59～S61  

個人  新市街地造成 S61.1.28 17,995㎡ 

５ 
柿ノ木   H5.8.2 H5～H10  

組合  新市街地造成 H10.9.10 58,926㎡ 

６ 
秋和常磐城 上田市第15号 18.9ha H10.1.16 H9～H18 組合解散 

組合 H9.3.12 新市街地造成 H18.2.24（解散） 189,642㎡ 

７ 
天神三丁目   H20.2.8 H20～H23  

個人  JT工場跡地再開発地区 H23.9.22 205,290㎡ 

 

 

（２）市街地開発事業 

市街地開発事業は、上田駅お城口地区において第二種市街地再開発事業（約2.3ha）が実

施されています。 

 

 

都市計画の名称 位 置  面 積 都市計画決定 

上田駅お城口地区 

第二種市街地再開発事業 

上田市天神一丁目 

及び中央一丁目の各一部 
約2.3ha H9.7.10   長野県第449号 

 

 

  

［表・土地区画整理事業の状況］ 

［表・市街地開発事業の状況］ 

資料：令和５年上田市の都市計画（資料版）

資料：令和５年上田市の都市計画（資料版）
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５－２ 都市計画道路 

都市計画道路の計画延長は99,047ｍ、実施延長は40,630ｍで整備率は約41.0％となってい

ます。 

 

 

 

  

路線名 

主な計画内容 実施の状況 

摘  要 総延長

（ｍ） 

幅 員 

（ｍ） 
その他 

初年

度 

実施済 

延長

（ｍ） 

（上田地域） 

3.3.1上田篠ノ井線 

3.3.2下之条吉田線 

3.3.3吉田富士山線 

3.3.4諏訪部伊勢山線 

3.4.5上田駅大星線 

3.4.6下塩尻大屋線 

3.4.7上田駅川原柳線 

3.4.8秋和踏入線 

3.4.9生塚新田線 

3.4.10秋和神畑線 

3.4.11南天神町常田線 

3.4.12上田駅南駅前線 

3.4.13中常田小牧線 

3.5.14松尾町踏入線 

3.5.16上堀大屋線 

3.5.17北天神町古吉町線 

3.5.18小牧下之条線 

3.5.19秋和1号線 

3.6.24北天神町緑が丘線 

3.4.25大手町材木町線 

3.6.26中常田岩門線 

8.7.1上田駅橋上線 

8.7.2柳町紺屋町線 

     

- 

1,790 

1,140 

3,390 

 

15,880 25(16～114) 上田大橋 S57 国道上田篠ノ井バイパス 

1,790 

8,070 

6,380 

25 国道143号バイパス 

27(20～41) 一部国道144号 

25(12～25) 

2,120 18 S35 1,780 一部国道141号 

12,270 16(12～16) S45 770 国道18号 

1,360 16(16～18) H2 420 一部主要地方道小諸上田線 

4,080 16(12～22) 広場8,800㎡ S43 4,080 一部主要地方道長野上田線 

1,700 16   470  

5,570 16(8～38) 古舟橋 S39 4,400 主要地方道上田丸子線 

870 16  H3 870  

50 20 広場6,000㎡ H3 50  

1,070 16(14.5～21) 常田新橋  1,070  

1,960 15   1,610 国道141号 

4,100 12   1,980  

4,950 12(12～16) 上田橋  1,920 国道143号、主要地方道長野上田線 

4,390 12(12～16)   - 一部主要地方道長野上田線 

440 12   -  

1,410 11(11～13)  S41 1,150  

1,840 16(16～18)  S41 1,360 一部主要地方道小諸上田線 

2,490 8(8～16)   1,630 一部主要地方道小諸上田線 

90 6  S63 90 上田駅前広場南北連絡通路 

680 6  H15 680  

（丸子地域）        

3.5.21腰越石井線 6,530 15 S42 1,990 国道152号（L=2,830ｍ） 

3.5.22長瀬飯沼線 270 12  -  

3.5.23芦田大屋停車場線 907 12  760 県道芦田大屋停車場線（L=907ｍ） 

3.6.28長瀬腰越線 

3.6.29鹿教湯丸子線 

3.6.30中之道川原線 

3.6.31別所丸子線 

3.6.32芦田丸子線 

3.6.33大屋長瀬線 

4,560 

270 

140 

450 

410 

1,950 

11 

11 

11 

11 

11 

9 

S27 4,560 

270 

- 

450 

- 

1,950 

国道152号（L=1,870ｍ) 

県道丸子北御牧東部線(L=290ｍ） 

S33 県道荻窪丸子線、 

県道丸子北御牧東部線 

主要地方道別所丸子線（L=310ｍ） 

国道152号（L=1,956ｍ） S34 

合  計 99,047     40,630 41.0% 

［表・都市計画道路の整備状況］ 

資料：令和５年上田市の都市計画（資料版）
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５－３ 都市公園 

都市公園の整備状況を見ると、街区公園が33箇所、7.83ha、近隣公園が７箇所、11.77ha、

地区公園が６箇所、38.2ha、総合公園が３箇所、81.9ha、運動公園が２箇所、29.8ha、特殊

公園が２箇所、17.5ha、都市緑地が３箇所、16.6haと、合計56箇所、203.6haが整備されてい

ます。 

計画決定面積は120.7haで、開設面積は203.6ha（都市計画公園の開設面積115.45ha）であ

り、整備率は96％となっています。 

本市の都市計画区域内の一人あたり都市公園面積は14.4㎡/人であり、長野県とほぼ同じ値

となっています。 

 

 

 

施設区分 

計    画 開    設 

園数 
面積 

(ha) 

都市計画 

公園 

面積 

(ha) 
園数 

面積 

(ha) 

都市計画 

公園 

面積 

(ha) 

住区 

基幹 

公園 

街区公園 33 8.18 22 5 33 7.83 22 4.65 

近隣公園 7 11.77 1 1.3 7 11.77 1 1.3 

地区公園 6 38.2 4 25.1 6 38.2 4 25.1 

都市

基幹

公園 

総合公園 3 84 3 44.5 3 81.9 3 42.4 

運動公園 
2 32.6 2 32.6 2 29.8 2 29.8 

特殊 

公園 

風致公園 1 2.1 0 0.0 1 2.1 0 0.0 

歴史公園 1 15.4 0 0.0 1 15.4 0 0.0 

都市緑地 3 16.6 2 12.2 3 16.6 2 12.2 

計 56 207.85 34 120.7 56 203.6 34 115.45 

 

 

 

上田市都市計画区域内一人あたり都市公園面積 14.4㎡ 

令和２年度末 長野県一人あたり都市公園面積 14.9㎡ 

 

  

資料：令和５年上田市の都市計画（資料版）

［表・一人当たり面積］ 

［写真・長池公園（近隣公園）］ ［写真・市民の森公園（総合公園）］ 

資料：上田市 HP

［表・都市公園の整備状況］ 



39 
 

５－４ 上下水道 

（１）上水道 

本市の大半は上田市水道事業の給水区域となっています。 

塩田地区、仁古田地区及び小泉地区の一部は長野県企業局（県営水道）の給水区域です。 

また、ほかに７つの水道事業（私営の専用水道等）があり、市の一部に給水を行ってい

ます。 

2020（令和２）年度における市営の給水区域内人口は132,236人で、給水人口は131,982

人であり、普及率は99.8％となっており、普及率は経年的に高い水準を維持しています。 

また、同様に県営の給水区域内人口は22,248人で、給水人口は22,202人であり、普及率

は99.8％となっています。こちらも高い水準で推移しています。 

 

 

  

［図・給水区域］ 

資料：上田市水道ビジョン 2019～2028 年度

［図・給水区域内人口・給水人口・普及率］（市営） ［図・給水区域内人口・給水人口・普及率］（県営） 
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（２）下水道 

公共下水道事業を実施しているのは、上田地域、丸子地域及び真田地域の３地域です。 

処理区数は３地域で９処理区となり、うち公共下水道関連の特定環境保全公共下水道が

２処理区あります。 

処理場数は７処理場となり、計画処理区域は4,532ha、計画人口は122,300人です。 

  

 

 

  

［図・公共下水道等整備状況］ 

資料：上田市下水道ビジョン

※農業集落排水施設の丸子地域３地区（図の〇箇所）は、公共下水道に統合されています。
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５－５ 公共施設 

 

2020（R2）年 人口メッシュ 

・豊殿地域自治センター、上田市立

図書館、上田市立博物館、勤労者

福祉センターなどの行政施設にお

いて、建替えや耐震改修等が行わ

れておらず、建築年数が30年以上

経過しており、計画的な維持管理

が必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040（R22）年 人口メッシュ 

・約９割の施設で、建築年数が30年

以上経過し、そのうち約３割の施

設で、建築年数が60年以上経過す

ることが想定されます。 

・避難場所として機能する公民館、

コミュニティセンター、防災セン

ターなど、施設の維持・確保に向

けた検討が必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

  

［図・公共施設×2020（R2）年 人口メッシュ］ 

［図・公共施設×2040（R22）年 人口メッシュ］ 資料：上田市
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６．景観 

 

６－１ 上田市景観計画 

（１）景観の類型・構造図 

本市では、各地域の美しい自然や、歴史と文化が生きる魅力ある景観づくりをより効果

的に進めていくため、景観法に基づかない自主条例であった上田市景観条例を改正し、景

観法に基づく「上田市景観計画」を2012年（平成24年12月28日）に策定しました。 

また、この景観計画に基づく新しい届出・事前協議の制度が、2013年（平成25年3月1日）

から施行されました。 

景観計画では、景観類型別（土地利用）、構造別（景観の軸・景観拠点）に、より具体

的な景観形成方針を定めています。 

 

 

 

  

［図・景観の類型・構造図 上田市全体］ 

資料：上田市景観計画
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景観法に基づく土地利用の区分「市街地」のうち、上田駅及び上田城跡公園を中心とす

る古くからの市街地を「旧城下町」として区分しています。 

この地域は、上田地域の玄関口であるとともに、上田城の城下町、旧北国街道の宿場町

としての歴史的雰囲気を残し、蚕糸業の繁栄を物語る歴史的建築物も各所に点在している

ことから、そうした景観特性を踏まえ、賑わいや交流を生み出すとともに、歴史的、文化

的背景にも配慮した景観形成を図っていくこととしています。 

 

  

［図・景観の累計・構造図 旧城下町］ 

資料：上田市景観計画
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（２）行為の制限に関する事項 

良好な景観の形成のために、景観計画区域内における建築物の建築や工作物の建設、開

発行為等の景観に与える影響が大きい一定の行為については、景観法に基づき行為着手の

30日前までに届出が必要で、届出のあった行為について、景観計画に定める景観形成基準

への適合を審査することとなっています。 

景観計画では、景観計画区域をその景観特性に応じて５つの地域に区分し、それぞれの

地域の特性に応じた景観形成基準を定めています。 

 

 

 

  

資料：上田市景観計画

［表・届出対象行為］ 

届 出 対 象 行 為 届 出 対 象 規 模 

建
築
物 

●新築 ●増築●改築 ●移転 高さ 10ｍ※又は建築面積500 ㎡超 

●外観変更 変更に係る面積が 400 ㎡超 

工
作
物 

●新設 ●増築 

●改築 ●移転 

● 外 観 を 変 更

することとなる

修繕、模様替又

は色彩の変更 

擁壁、垣、柵、塀等 高さ 3ｍかつ長さ 30ｍ超 

プラント類、自動車車庫、飼

料・肥料・石油・ガス等を貯蔵

する施設、ごみ処理施設等 

高さ10ｍ又は築造面積500㎡超 

太陽光発電施設 

（同一敷地若しくは一団の土地

又は水面に設置されるものであ

って、建築物の屋根、屋上に設

置するものを除く） 

 

太陽電池モジュールの面積が合計 500 ㎡超 

※平成 29 年 4 月 1 日施行  

（平成 29 年 5 月 1 日以降に着手するものが届出の対象） 

電気供給・電気通信施設 

（太陽光発電施設を除く） 

高さ 20ｍ超 

※平成 29 年 4 月 1 日施行  

（平成 29 年 5 月 1 日以降に着手するものが届出の対象） 

上記以外の工作物 高さ 10ｍ超 

開発行為 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質

の変更 

 

・面積 3,000 ㎡又は生じる法面、擁壁が高さ 3ｍかつ長さ 30ｍ超 

・宅地造成については、面積 3,000 ㎡又は建築計画戸数 10 戸又は生

じる法面、擁壁が高さ 3ｍかつ長さ 30ｍ超 

・屋外駐車場・駐輪場の設置については、面積 1,000 ㎡超（旧城下町

は面積 300 ㎡超） 

木竹の伐採 
伐採する面積が 3,000 ㎡超 

（旧城下町は面積 300 ㎡超） 

屋外における物件の堆積 堆積の高さ 3ｍ又は面積 1,000 ㎡超 

公衆の関心を引く目的で建築物又は工作物の外観に

施される形態又は色彩その他の意匠（「特定外観意匠」

という）の表示又は掲出（屋外広告物など） 

面積 25 ㎡超（工作物に掲出する場合は、面積 25 ㎡または高

さ 10ｍ超） 
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６－２ 景観づくり協定 

景観づくり協定は、上田市景観条例に基づき、一定の区域内に存する土地、建築物、工作

物又は広告物の所有者等が、優れた景観の形成についての地域のルール等を定めた協定を結

び、市が良好な景観形成に寄与するものと認定することで、地域景観の向上を図っていくと

いう制度です。 

市内７箇所で「景観づくり協定」が結ばれ、地域の景観形成のルールに沿った景観づくり

が行われています。 

 

 

名  称 協定認定日 活動内容 

しなの木通り景観協定 
（しなの木通りまちづ
くり協議会） 

平成 8年 5月 13 日 

上田菅平インターチェンジ設置による国道 144 号一部 4車
線化を契機に設立され、市・県の景観条例に基づく景観協
定を平成 8年に締結しました。 
自己用敷地内看板について協議会への事前協議が必要で
す。野立て看板は原則禁止。中央分離帯及び歩道の草刈り
とゴミ拾い、花壇植栽や既存看板の縮小などの沿道美化を
実施しています。 

柿ノ木地区景観協定 
（柿ノ木地区まちづく
り協議会） 

平成 13年 5月 25日 

柿ノ木地籍の土地区画整理事業を契機に設立され、市・県
の景観条例に基づく景観協定を平成 13 年に締結しました。 
現状では大半が農地ですが、屋根の形状や敷地のセットバ
ック、生け垣緑化について、宅地転用後も考慮した統一感
のある街並み形成を図っています。 

柳町景観協定 
（柳町まちづくり協議
会） 

平成 14年 10 月 2日 

旧北国街道沿いの伝統的な街並みの雰囲気を守る目的で設
立され、市・県の景観条例に基づく景観協定を平成 14 年に
締結しました。 
街なみ環境整備事業が進む中で、柳町自治会と連携しなが
ら修景に関する学習と保全活動等を展開しています。 

中央通り景観協定 
（中央通りまちづくり
協議会） 

平成 15年 7月 24日 

アーケード撤去と街路整備事業をきっかけに市景観条例に
基づく景観形成市民団体として平成 12 年に認定され、さら
に市・県の景観条例に基づく景観協定を平成 15 年に締結し
ました。 
中央通り商店街（松尾町・中央・原町の各商店街）が連携
して看板類の縮小やファザード設置を推進しながら街並み
景観の向上を図っています。 

天神商店街景観協定 
（天神商店街まちづく
り協議会） 

平成 18年 2月 23日 

電線地中化工事をきっかけに、市の景観条例に基づく景観
協定を平成 18 年に締結しました。 
看板類の縮小やファザード設置などにより街並み景観の向
上を図っていきます。 

ウッディヒルズ馬坂景
観協定 
（ウッディヒルズ馬坂
運営委員会） 

平成 8年 2月 9日 

県下初の電線地中埋設化住宅団地として、丸子町第 1 号の
景観協定として平成 8年に締結（県認定済）。 
建築物は木造に限定し屋根の形状や敷地のセットバックの
基準を定め、生け垣やシンボルツリーによる積極的な緑化
を推進するなどの街並み形成を図っています。 

ビュータウン茂沢景観
協定 
（ビュータウン茂沢運
営委員会） 

平成 15年 4月 18日 

住宅団地周囲の自然景観と調和した環境を保全するため
に、丸子町第 2号の景観協定として平成 15 年に締結（県認
定済）。 
周囲の自然林や公園の整備に参画し、敷地内も含め緑化に
努め、建築物や付帯設備、敷地のセットバックについての
基準を定め街並み形成を図っています。 

 

 

  

［表・景観づくり協定認定状況］ 

資料：上田市 HP
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６－３ 街なみ環境整備 

柳町紺屋町地区において、都市計画道路柳町紺屋町線などの道路整備にあわせ、「居住環

境の保全」、「歴史的まちなみの保存・活用」を通した魅力とやすらぎを創出したまちづく

りを目的として「街なみ環境整備事業」を実施しています。 

当地区は、上田城の城下町、旧北国街道沿いに位置し、歴史的な建物やかつては周辺地域

一帯の飲料水として使用された湧き水「保命水」などに代表されるような歴史的なまちなみ

など、当時の面影が数多く残されています。 

現在は、柳町紺屋町地区（面積約7.0ha）のうち、柳町保存地区（面積約2.2ha）について

事業を進めています。 

 

 

事業実施期間 平成16年度から 

事業内容 
道路美装化（石畳化）、景観水路整備、電線類移転、小公園・緑

地の整備、住宅等の修理修景 

 

 

  

［写真・街なみ環境整備の状況］ 

出典・上田市 HP

［表・街なみ環境整備の状況］ 

資料：上田市 HP
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６－４ 景観ウォッチング 

上田市内の良好な景観を、講師の話を聞きながら歩いて見ることで、あらためて上田の景

観を見直し、景観について考える機会とするため、「景観ウォッチング」を定期的に開催し

ています。 

 

 

実施年月 テーマ 

令和 5年 11月 丸子地域の歴史的風致 

令和 5年 5月 武石地域の歴史的風致 

令和 3年 7月 別所温泉の景観・地域資源 

令和 2年11月 市街地の擬洋風建築を巡る 

令和元年12月 塩尻地域の魅力を探る 

令和元年 6月 菅平高原の自然景観を感じる 

平成30年11月 パノラマラインから見るため池の風景 

平成30年 6月 名工・竹内八十吉の歴史を巡る 

平成29年11月 諏訪湖の魅力を探る 

平成29年 5月 信州の鎌倉を巡る 

平成28年10月 東山道に残るまちなみ 

平成28年 5月 古地図で歩く寺社・城下街 

平成27年10月 旧北国街道 塩尻をいく 

平成27年 5月 上田市街地に蚕都の面影を訪ねる 

平成27年 3月 柳町編 

平成26年10月 信濃国分寺編 

平成26年 3月 下之郷編 

平成25年10月 砥石城の城下町、伊勢山を訪ねる 

平成25年 3月 別所温泉編 

平成24年 3月 真田編 

平成23年10月 上田城下町の風情をめぐる 

平成23年 3月 丸子編 

平成22年10月 見直そう、市街地の景観 

平成22年 3月 登録有形文化財の建物めぐり 

平成21年 3月 蛭沢川の魅力を知る 

 

 

 

 

 

  

［写真・景観ウォッチングの模様］ 

資料：上田市 HP

資料：上田市 HP 

［表・景観ウォッチング実施状況］ 

     ▲丸子編－カネタの煙突－          ▲別所温泉編－常楽寺－ 
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７．歴史・文化 

 

７－１ 歴史・文化 

本市の歴史は古く、大和時代には国造(くにのみやつこ)がこの地に派遣され、信濃国の政

治･文化の中心地になっていたと考えられており、奈良時代には国分寺などが建立され、信濃

国で最初の国府が置かれた地との説もあります。 

鎌倉時代には幕府の信濃守護職である北条氏が塩田に居を構え、鎌倉の仏教文化を花咲か

せました。この塩田平は信州の鎌倉といわれ、多くの歴史的建造物や史跡が残されています。 

また、戦国時代に名を轟かせた真田氏発祥の地であり、1583年に上田城を築いた真田昌幸

は徳川軍の侵攻を二度にわたって退けましたが、関ヶ原の戦いでの石田方敗北により、この

上田城は徳川方に接収・破壊されてしまいます。 

その後1626年より上田城の復興に仙石忠政が取り掛かり、城下町として、また、北国街道

の宿場町として発展していくこととなります。 

明治時代以降からは養蚕業の発達とともに全国有数の蚕種の生産地となり、全国の蚕糸業

を支える「蚕都（さんと）」として隆盛を極めました。その後もこれらで培った技術力など

を活かしながら、工業をはじめ、商業、農業、観光などバランスの取れた長野県東部の中核

都市として着実な発展を遂げてきています。 

 

 

  

［図・近世の上田（北国街道・往還文化財）］ 

資料：上田市歴史文化基本構想
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７－２ 指定文化財 

本市は多くの歴史遺産や自然景観などに恵まれており、国宝をはじめとする数多くの指定

文化財があり、市内の各地に存在しています。 

 

種   別 件 数 主なもの 

国指定文化財 20 安楽寺八角三重塔、上田城跡、信濃国分寺跡、鳥羽山洞

窟遺跡、四阿山の的岩 ほか 

重要美術品（国） 2 紙本墨書徳川家康日課念仏 板絵着色三浦屋の図 

登録文化財（国） 7 上田蚕種協業組合事務棟、信州大学繊維学部講堂、依水

館母屋 ほか 

選択無形民族文化財（国） 3 八日堂の蘇民将来符領布習俗、別所温泉の岳の幟行事、 

戸沢のねじ行事 

県指定文化財 28 上田城（南櫓、北櫓、西櫓）、真田氏館跡、生島足島神

社歌舞伎舞台ほか 

市指定文化財 235 荒神宮本殿、旧上田市立図書館、安良居神社本殿、真田

氏本城跡、妙見寺鳴龍 ほか 

 

 

種   類 

有形文化財 

無

形

文

化

財 

民俗文

化財 
記念物 

計 
建

造

物 

絵

画 

彫

刻 

工

芸

品 

書

跡 

古

文

書 

歴

史

資

料 

考

古

資

料 

芸

能 

有

形 

無

形 

史

跡 

名

勝 

天

然

記

念

物 

国宝 1              1 

国指定 6  4 1  1 1   1  3  3 20 

国重美  1   2          3 

国登録 14              14 

国選択           3    3 

県指定 10 2 4 3    2    4  3 28 

県選択           1    1 

市指定 38 9 22 19 3 19 4 7 4 14 14 45 7 30 235 

計 69 12 30 23 5 20 5 9 4 15 18 52 7 36 305 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

         

上田城跡（国史跡） 信廣寺のシダレザクラ（市天然） 

［表・文化財指定状況］ 

資料：上田市都市計画基礎調査 

［表・文化財指定状況］ 

資料：上田市の教育（令和４年度）

安楽寺八角三重塔（国宝） 真田氏館跡（県史跡） 法住寺虚空蔵堂（国重文） 
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７－３ 上田市歴史的風致維持向上計画 

本市では、歴史的なまちなみと一体となって、風情、情緒、たたずまいのある良好な市街

地の環境を維持・向上させ、後世に継承していくため、「地域における歴史的風致の維持及

び向上に関する法律」に基づく「上田市歴史的風致維持向上計画」を2023（令和５）年２月

に策定しました。 

「地域の歴史・伝統を反映した活動」と「歴史的な建造物やその周辺の市街地」とが一体

となって形成した上田市の維持向上すべき歴史的風致を６つ掲げ、2023（令和５）年度から

2032（令和14）年度の期間中に重点区域で実施予定の事業を位置付けています。 

 

 
 

 

 

  

資料：上田市歴史的風致維持向上計画
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７－４ 日本遺産 

日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日

本遺産（Japan Heritage)」に認定するとともに、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有

形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信す

ることにより、地域の活性化を図るものです。 

本市においては、『レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」～龍と生きるまち 信州上

田・塩田平～』について、2020（令和２）年６月19日に長野県内の地域型では初の認定がな

されました。 

 

認定ストーリーの概要 

独鈷山と夫神岳から扇状に開ける地・塩田平は、古来「聖地」として、多くの神社仏閣が

建てられている。 

 山のふもとにある信州最古の温泉といわれる別所温泉、「国土・大地」を御神体とする「生

島足島神社」、「大日如来・太陽」を安置する「信濃国分寺」は、1本の直線状に配置され、

レイラインをつないでいる。 

 夏至と冬至に、鳥居の中を太陽の光が通り抜け、神々しくぬくもりのある輝きを享受でき

るのだ。 

 先人たちが、この地が特別であると後世に伝えようと遺した様々な仕掛けは、今も、訪れ

る人びとにパワーをチャージさせる。 

 

 

 

 

  

［写真・認定ストーリーイメージ］ 
資料：上田市 HP
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８．災害関連 

 

８－１ 災害の状況 

（１）大雨・台風被害 

千曲川を擁する本市はそこに流れ込む多くの支流の存在や、河川沿いの低地部に位置す

る市街地も多くあることから、たびたび大雨や台風被害に見舞われています。 

近年では全国的に大雨や台風による浸水被害が激甚化しており、本市においても令和元

年東日本台風による甚大な被害は記憶に新しいところです。 

 

  

［表・2011（平成 23）年以降における大雨・台風被害の状況）］ 
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出典：R3 都市計画基礎調査
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８－２ 災害リスク（土砂災害（特別）警戒区域・浸水想定区域） 

（１）土砂災害・浸水想定区域 

市域は急峻な山々に囲まれており、中央の低地部に千曲川が流れているなど、地形的に土

砂災害、河川氾濫などのリスクが高い地域と言えます。 

また、千曲川河川沿いの上田市街地や依田川沿いの丸子市街地では、想定浸水深 5.0～10.0

ｍ未満のエリアに該当するなど、高い災害リスクを負っていると言えます。 

  

［図・上田市街地周辺のハザードマップ］ 

［図・丸子市街地周辺のハザードマップ］ 

出典：上田市災害ハザードマップ
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９．財政関連 

 

９－１ 財政状況 

2010（平成 22）年から 2022（令和４）年までの市税決算額の推移を見ると、最も大きな割

合を占める固定資産税は、2012（平成 24）年以降 100 億円を下回って推移しています。 

一方次に多い個人市民税は 2019（令和元）年までは経年的に増加傾向にありましたが、感

染症の影響を受け、2021（令和３）年にかけて減少し、その後は緩やかに回復しています。 

また、法人市民税は増減が見られるなか、感染症の影響により 2020（令和２）年に大きく

落ち込み、その後は概ね横ばいの傾向にあります。 
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９－２ 財政力 

財政力指数は、2010（平成 22）年から 2012（平成 24）年にかけて下降傾向にありましたが、

2013（平成 25）年以降はおおむね横ばい状態にあります。 

経常収支比率は、財政構造の弾力性を表す指標で、数値が高いほど弾力性が低下している

と判断されます。人件費、扶助費、公債費等の毎年度経常的に支出する経費が増加傾向にあ

るため、経常的な経費と収入のバランスに一層配慮していくことが求められます。 

実質公債費率は近年５％台で推移しており、早期健全化団体と言われる 25％を大きく下回

る状況であり、財政の健全性が維持されています。 

将来負担比率が 350％を超えると早期健全化団体となりますが、経年的にこの基準を大きく

下回って推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：決算の概要（財政課）

［図・財政力指数の推移］ 

［図・経常収支比率（％）の推移］ 

［図・実質公債費率（％）の推移］ 

［図・将来負担率（％）の推移］ 
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９－３ 財政状況の比較 

2010（平成 22）年と 2022（令和４）年の財源別歳入状況を比較すると、歳入額は増加して

いますが、自主財源率は約 50％から約 45％に低くなっています。 

同じく性質別歳出状況を比較すると、歳出額が増加する中、義務的経費である人件費、扶

助費が増加しており、扶助費については約 1.3 倍となっています。また、投資的経費である

普通建設事業費が約４割減少しています。 

同じく目的別歳出状況を比較すると、民生費の占める割合が増加しており、土木費及び公

債費の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図・2010（H22）年度の財源別歳入状況］ 

［図・2010（H22）年度の性質別歳出状況］ ［図・2022（R4）年度の性質別歳出状況］ 

資料：決算の概要（財政課）

［図・2010（H22）年度の目的別歳出状況］ ［図・2022（R4）年度の目的別歳出状況］ 

［図・2022（R4）年度の財源別歳入状況］ 
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９－４ 公共施設の更新費用の推計 

「上田市公共施設マネジメント基本方針」（2022（令和４）年 11 月改定）において、今後

40 年間に必要となる公共施設（建築物）の更新・改修費用（年平均）は約 72.6 億円となり、

平成 21 年度から平成 25 年度までの年平均、約 49.7 億円に対して約 1.5 倍となることが推計

されています。 

また、同様に道路・橋梁の更新に必要な費用（年平均）は今後 40 年間で約 31.7 億円とな

り、平成 21 年度から平成 25 年度までの年平均、約 16.2 億円に対して約 2.0 倍となることが

推計されています。 

都市計画は、コンパクトシティや施設の集約・再編などによるインフラコストの削減など

財政の安定化に関わる重要な計画です。 
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(億円)
建築物の更新・改修費用の将来推計

大規模改修 築31年以上50年未満の大規模改修 築61年以上の更新（建替え） 建物の更新（建替え）

今後４０年間の試算総額

約2,903億円の年平均：約72.6億円約1.5倍
直近５年の投資的経費

年平均：約49.7億円

■大規模改修 ■築31年以上50年以下の大規模改修 ■建物の更新（建替え）

［図・建築物の更新・改修費用の将来推計］ 

資料：上田市公共施設マネジメント基本方針

※グラフの年号表記などを一部編集
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10．上位関連計画 

 

10－１ 上位計画 

上田市都市計画マスタープランに関連する上位計画は以下のとおりです。 

各上位計画の概要を次ページ以降に示します。 

  
【上位計画】 

①上田都市計画区域マスタープラン（長野県策定） 

・・・都市づくりの目標、土地利用の方針等に関連 

②第二次上田市総合計画後期まちづくり計画（第２期上田市まち・ひと・しご

と創生総合戦略） 

・・・将来人口、都市づくりの目標等に関連 
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①上田都市計画区域マスタープラン 

■策定年月 令和５年５月（変更） 

■計画の目的 

本計画は、長野県内の全ての都市計画区域について、おおむね２０年後の年の姿を展望しつ

つ、おおむね１０年後を目標年次として、県土全体を見据えた都市づくりの目標と方向性を示

す「長野県都市計画ビジョン」と県土全体を 10 の圏域に分けた「圏域マスタープラン」を併

せて策定し、この方針を踏まえ、県が広域的な観点から定めています。 

■都市づくりの基本理念 

豊かな自然環境に配慮し、歴史・文化遺産をいかしながら 

活力あるまちづくりを進めよう 

■都市づくりの目標 

① 県内アクセスの優位性を活かしながら自律できるコンパクトなまちづくり 

 ② 次世代産業の創出等を視野に入れた工業及び研究拠点の機能の維持、強化 

③ 上田城跡等の歴史文化遺産と調和した都市空間の形成や回遊性の向上 

④ 上田盆地を中心に広がる自然環境、田園集落環境の保全、活用 

⑤ 災害に強いしなやかな圏域の形成 

⑥ 生活・産業・観光を支える交通体系の強化 

■人口規模 
 

年次 

区分 

平成 27 年 

（基準年） 

令和７年 

（中間年） 

令和 12 年 

（目標年） 

都市計画区域内人口 143.4 千人 
おおむね 

137.1 千人 

おおむね 

133.3 千人 

■都市構造 
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②第二次上田市総合計画後期まちづくり計画（第２期上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

■策定年月 令和３年３月 

■計画の目的 

本計画は、令和 2 年 3 月に改訂した「上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の施策が

総合計画に根差したものであるなど両者が密接に関係していることから、令和 3 年度を初年

度とする「第二次上田市総合計画 後期まちづくり計画」と一体化し策定されました。 

■目標年次 

令和３年度から７年度 

■計画のポイント 

 

■地域の特性と発展の方向性 
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10－２ 関連計画 

上田市都市計画マスタープランに関連する関連計画は以下のとおりです。 

各関連計画の概要を次ページ以降に示します。  

【関連計画】 

①上田市立地適正化計画 

・・・将来都市構造や土地利用部門の方針等に関連 

②上田市地域公共交通計画 

 ・・・道路・交通、公共交通部門の方針等に関連 

③上田市国土強靭化地域計画 

・・・安全・安心な都市づくりの方針等に関連 

④国土利用計画 第二次上田市計画 

・・・都市づくりの目標、土地利用の方針等に関連 

⑤上田市緑の基本計画 

・・・土地利用や公園・緑地、環境部門の方針等に関連 

⑥上田市景観計画 

・・・環境、景観、観光部門の方針等に関連 

⑦上田市歴史的風致維持向上計画 

・・・土地利用、景観、観光部門の方針等に関連 

⑧上田市歴史文化基本構想 

・・・土地利用、景観、観光部門の方針等に関連 

⑨上田市公共施設マネジメント基本方針 

・・・公共施設や都市施設部門の方針等に関連 

⑩上田市水道ビジョン 

・・・上水道部門の方針等に関連 

⑪上田市下水道ビジョン 

・・・下水道部門の方針等に関連 

⑫上田市空家等対策計画 

・・・住環境整備部門の方針等に関連 

⑬上田市地域防災計画 

・・・防災、河川部門の方針等に関連 

⑭上田市中心市街地活性化基本計画 

・・・土地利用、市街地整備、住環境整備、観光・産業部門の方針等に関連 

⑮第 3 次上田市地域福祉計画 

・・・住環境整備部門の方針等に関連 

⑯第 8 期上田市高齢者福祉総合計画 

・・・住環境整備部門の方針等に関連 
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①上田市立地適正化計画 

■策定年月 令和６年３月 

■計画の目的 

本計画は、上田市全域を見渡した都市計画に関する基本的な方針である「上田市都市計画マ

スタープラン」の高度化版として策定するものであり、概ね 20 年後の都市の姿を展望するこ

ととしています。 

■目標年次 

基準年次を 2024(令和６)年とし、目標年次は 20 年後となる 2044（令和 26）年 

■都市づくりの目標と方針 

 

■誘導区域 
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②上田市地域公共交通計画 

■策定年月 令和５年９月 

■計画の目的 

都市機能や市民の移動ニーズに対応し、利便性・持続可能性・生産性の向上に資するため、

利用者など地域の関係者や交通事業者、行政が一体となって取組む具体的な施策などを示す公

共交通のマスタープランとして策定しています。 

■計画期間 

令和５年度から令和９年度の５年間 

■基本方針と基本目標 

 「地域をつなぎ 未来へつむぐ 地域公共交通  

～ 市民が誇りに思える地域公共交通の構築に向けて ～」 

 目標１ わかりやすく、安心して、使いやすい地域公共交通体系の構築 

 目標２ みんなで支える持続性のある地域公共交通体系の構築 

 目標３ 利便性向上に向けたＤＸ及び環境に配慮したＧＸの推進 

 

■計画の目標値 
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③上田市国土強靱化地域計画 

■策定年月 令和３年１２月 

■計画の目的 

本計画は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する「国土強靱化

基本法」に基づき、国が定める「国土強靱化基本計画」及び「長野県強靱化計画」との調和を

保ちながら、災害により致命的な被害を負わない「強さ」と速やかに回復する「しなやかさ」

を備えた、真に災害に強いまちをつくるため策定しています。 

■総合目標・サブタイトル 

みんなで高める地域防災力・守ろう命 

～あらゆる災害から最悪の事態を避けられる上田市を目指して～ 

■基本目標 

① 人命の保護が最大限図られること  

② 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること  

③ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること  

④ 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること  

⑤ 流通・経済活動の停滞を最小限にすること  

⑥ 二次的な被害を発生させないこと  

⑦ 被災した方々の日常生活を迅速に戻すこと 

■簡略版 
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④国土利用計画 第二次上田市計画 

■策定年月 平成２８年３月 

■計画の目的 

本計画は、国土利用計画法第 2 条に示された国土の基本理念に即して、公共の福祉を優先

し、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを目的として、本市の区

域における土地利用に関し、必要な事項を定めたものです。 

■土地の利用区分ごとの規模の目標 

◯目標年次：令和７年（２０２５年） 

◯基準年次：平成２５年（２０１３年） 

◯目標年次における人口：146,000 人以上 

◯地用区分ごとの規模の目標：下表のとおり 

■目標年次における規模の目標 
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⑤上田市緑の基本計画 

■策定年月 平成３１年３月（改定） 

■計画の目的 

本計画は、都市緑地法第 4 条『市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画』に

基づき策定をしており、旧計画は、旧上田市と旧丸子町でそれぞれ平成 11 年度に策定しまし

たが、平成 30 年度に目標年次を迎えたため、改定を行っています。 

■計画期間 

２０１９年（平成３１年）から２０３０年 

■施策体系別の方針 
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⑥上田市景観計画 

■策定年月 平成２４年１２月 

■計画の目的 

本計画は、各地域の美しい自然や、歴史と文化が生きる魅力ある景観づくりをより効果的に

進めていくため、景観法に基づかない自主条例であった上田市景観条例を改正し、景観法に基

づく「上田市景観計画」を策定しています。 

■基本目標・基本方針 

 

■景観形成方針 
 

  

［図・景観の類型・構造］ ［図・行為の制限に関する地域区分］ 
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⑦上田市歴史的風致維持向上計画  

■策定年月 令和５年２月 

■計画の目的 

本計画は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（平成 20 年法律第

40 号）に基づき、歴史的なまちなみと一体となって、風情、情緒、たたずまいのある良好な

市街地の環境を維持・向上させ、後世に継承していくための計画です。 

■計画期間 

令和５年度（２０２３）から令和１４年度（２０３２）までの１０年間 

■歴史的風致の維持及び向上に寄与する施設等の整備 

 

  

［図・重点区域における事業］ ［図・上田市の歴史的風致の維持向上に資する事業］ 

［図・重点区域「城下町・北国街道西部区域」］ 
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⑧上田市歴史文化基本構想 

■策定年月 平成３１年３月 

■計画の目的 

本構想は、市内の文化財を周辺の歴史的環境まで含めて、総合的に保存・活用していくため

のマスタープランとなるもので、文化庁が認定を進めている「日本遺産」認定申請に向けた基

礎資料になるとともに、今後の上田市の文化財保護行政の指針となるものです。 

■基本目標 

「市民と産・学・官の連携・協働により、歴史や文化・風土を学び、継承し、磨き上げて

いくことにより、地域ごとあるいは上田市全体の魅力の向上に役立てること」 

■基本方針 

（１）文化財調査と指定の推進  

① 調査・研究の推進 ② 調査・研究成果のアーカイブ機能の充実 ③ 文化財指定等の推進 

（２）文化財の保存と活用の推進 

① 防災・防犯 ② 情報発信 ③ 整備事業の推進と見学公開の提供 ④ 博物館機能の充実 

⑤ 地域内分権を活用した文化財の保存・活用 ⑥ 観光資源としての活用  

（３）文化財と周辺環境の一体的な保全  

（４）歴史文化の学習と人材・後継者の育成  

① 公民館活動等における地域学習の推進 ② 有形文化財保護における守り手の育成 

③ 無形文化財伝承における後継者育成 

（５）文化財の保存・活用を推進するための体制整備の方針  

① 行政の連携体制 ② 市民、研究会、大学等との連携（文化財保護を担う地域活動組織づくり） 

 ③ 文化財保護指導委員の配置  

■基本方針 

 

［図・信濃国分寺と仏教文化財分布］ ［図・真田氏の活躍と城郭文化財分布］ 
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⑨上田市公共施設マネジメント基本方針 

■策定年月 令和４年１１月改訂 

■計画の目的 

本計画は、公共施設を取り巻く現状と課題を踏まえ、施設の維持管理の基本的な考え方や取

組の方向性を定めたもので、財政負担の平準化や縮減、市民の共有財産である公共施設を適切

に維持管理し、必要なサービスの提供を将来にわたり継続していくことを目的として策定され

ました。 

■目標年次 

平成 28 年度から令和 7 年度までの 10 年間 

■公共施設マネジメント基本方針 

【公共施設５原則】 

１ 公共施設のあり方を見直し総量の縮減を目指します  

２ 公共施設を適切に維持管理し耐用年数まで大切に使います  

３ 公共施設を整備する際は統廃合などを検討します  

４ 公共施設の集約化とネットワーク化によりコンパクトシティを推進します  

５ 公共施設マネジメントに市民の理解と協力のもとで取り組みます 

【インフラ３原則】  

１ インフラを適切に維持管理し耐震化と長寿命化に努めます  

２ インフラを更新する際は可能な限りダウンサイジングを目指します  

３ インフラを含む公共施設マネジメントに市民の理解と協力のもとで取り組みます 

■公共施設５原則 
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⑩上田市水道ビジョン 

■策定年月 平成３１年３月 

■計画の目的 

本計画は、今後の水道事業のあるべき将来像と目標の設定を行い、その達成に向けた具体的

施策を推進していくため策定された計画で、今後は、このビジョンによる計画を着実に実行す

ることにより、安全で安心な水道水を将来にわたって安定的に供給し、「さらなる市民の皆様

に信頼される水道」の構築を目指していくとしています。 

■目標年次 

2019 年（平成 31 年）4 月から 2029 年（令和 11 年）3 月までの 10 年間 

■基本理念 

うえだの水、みんなの水 

安全と安心、持続可能な水道をいつまでも 

■基本方針・施策目標・実現施策 
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⑪上田市下水道ビジョン 

■策定年月 平成３１年３月 

■計画の目的 

本計画は、上田市の下水道行政における現状と将来に向けた課題を客観的かつ的確に捉え、

さらに社会情勢の変化や将来を見通した上で、下水道の役割を達成するための長期的な将来像

と中期的な達成目標を定めるものです。 

■目標年次 

平成 31 年度（2019 年度）を初年度として、計画期間 10 年間、計画目標年度を 2028

年度 

■基本理念 

安全・安心で持続可能な下水道を創り、地球にやさしい水のリサイクル 

■基本目標 
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⑫上田市空家等対策計画 

■策定年月 令和２年５月（一部修正） 

■計画の目的 

本計画は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第６条の規定に基づき、国が定めた基

本指針に即して定めたもので、空家対策を効果的かつ効率的に推進するために、本市の地域の

実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定されたものです。 

■目標年次 

平成 30（2018）年から令和 7（2025）年までの 8 年間 

■空家等対策の目標 

（１）市民の安全・安心な快適環境のまちづくり 

（２）災害に強いまちづくり 

（３）移住・定住促進による活気あるまちづくり 

（４）防犯意識の高揚と高齢者等が住みよいまちづくり 

（５）関係機関との連携・協力した体制づくり 

■実施方針と具体的施策 
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⑬上田市地域防災計画 

■策定年月 令和４年３月（一部修正） 

■計画の目的 

本計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、上田市防災会議が、総合的かつ計画的

な防災対策を推進することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的

として策定しています。風水害編、震災編、火山災害対策編、原子力対策編、その他災害対策、

資料編からなっています。 

■災害予防計画（基本方針） 

【風水害編】 

市は、地域の特性に配慮しつつ、風水害に強いまちづくりを行うものとする。また、「自

らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等につ

いての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提

とし、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を

図るものとする。 

【震災編】  

市内における構造物・施設等について、防災基本計画によるほか、地震防災緊急事業五

箇年計画等に基づき事業の推進を図り、地域の特性に配慮しつつ、地震に強いまちづくり

を行うものとする。また、地震防災施設の整備に当たっては、大規模地震も考慮し、効果

的かつ重点的な予防対策の推進を図るとともに、ソフト対策とハード対策を組み合わせた

効果的な対策の実施に配慮するものとする。 

【火山災害対策編】 

市は、地域の特性に配慮しつつ、火山災害に強いまちづくりを行うものとする。 

【原子力対策編】 

県からの原子力災害に関する情報収集、住民等への連絡体制の整備、モニタリング体制

の整備、健康被害の防止、緊急時における退避・避難活動等、原子力災害に対応した防災

対策を講じる。 

【その他災害対策】 

豪雪に対する災害予防活動の円滑な推進を図り、雪害による地域経済活動の停滞防止及

び住民の生活環境の維持向上に資するため、主要国県道等の交通確保及び鉄道等の輸送、

電力、通信の確保並びに緊急時に対処するための医療等の確保を図り、雪害予防の万全を

期する。 

■地震被害想定 
 

 

［図・震源ごとの計測震度］ ［図・震源ごとの液状危険度］ 
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⑭上田市中心市街地活性化基本計画 

■策定年月 平成３０年１１月（変更） 

■計画の目的 

本計画は、平成２７年度より継続的に各種事業の展開を図り、中心商店街等事業の主体的取

り組みを促進しながら、上田駅を中心とする中心市街地の活性化を図ってきましたが、第２期

認定計画は、令和２年３月 31 日をもって終了しています。 

■計画期間 

平成２７年から令和２年までの５年間 

■中心市街地活性化のテーマ 

「４００ 年の歴史を超えた城下町ルネッサンス」 

～ＡＬＬ ＵＥＤＡ で中心市街地の価値を共有し活性化を図る～ 

■中心市街地活性化の目標 

 

■主な事業位置 
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⑮第３次上田市地域福祉計画 

■策定年月 平成３０年３月 

■計画の目的 

本計画は、「地域福祉活動計画」とともに、国等の施策や第２次の計画策定以降に改正又は

新たに制定された法律の方向性を計画策定の視点とし、社会福祉法第 107 条に規定される「市

町村地域福祉計画」として位置づけ、市の地域福祉に関する基本的な方向とその実現に必要な

施策を明らかにするものです。 

■計画期間 

平成３０年度を初年度とし、令和５年度までの６年間 

■施策の体系 
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⑯第８期上田市高齢者福祉総合計画 

■策定年月 令和３年４月 

■計画の目的 

本計画は、介護が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域での生活が継続できる

ように、高齢者福祉及び介護保険事業に関する様々な施策を定めたものです。 

■計画期間 

令和３年度を初年度とし、令和５年までの３カ年 

■基本理念・基本目標・施策の体系 
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11．その他関連資料 

  

11－１ 策定経緯 

 

年 月 日 経 過 内   容 

R4 年９月 24 日 

～10 月 10 日 
市民アンケート調査 

市民のまちづくりに対する考え

や意見等の把握 

R5 年１月 26 日 

～２月 28 日 
高校生アンケート調査 

高校生のまちづくりに対する考

えや意見等の把握 

R5 年３月８日 
上田市議会３月定例会 

環境建設委員会 

上田市都市計画マスタープラン

及び上田市立地適正化計画の改

定について 

R5 年３月 22 日 第 25 回 上田市都市計画審議会 〃 

R5 年７月７日 うえだみらい創造ワークショップ 
コンパクトシティの実現に向け

たグループワーク（方策の検討） 

R5 年９月 20 日 

～10 月 19 日 

地域協議会 

 ・武石 

 ・上田右岸（中央、西部、神科・

豊殿） 

 ・真田 

 ・丸子 

 ・上田左岸（城南、塩田、川西） 

上田市都市計画マスタープラン

及び上田市立地適正化計画の改

定について 

R5 年９月 22 日 第 26 回 上田市都市計画審議会 〃 

R5 年 11 月９日 第 27 回 上田市都市計画審議会 〃 

R5 年 11 月 20 日 

～12 月 22 日 
パブリックコメント 

上田市都市計画マスタープラン

及び上田市立地適正化計画の最

終案について 

R5 年 12 月 28 日 
上田市議会 12 月定例会 

全員協議会 
〃 

R6 年２月 22 日 第 28 回 上田市都市計画審議会 

上田市都市計画マスタープラン

及び上田市立地適正化計画の改

定について諮問 

R6 年３月 21 日 
上田市都市計画マスタープラン 

公表 
長野県へ計画書提出 
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11－２ 上田市都市計画審議会委員名簿 

 

職 名 氏 名 選出区分 
条 例 

第 3 条 
備 考 

委 員 松尾
まつお

  卓
たかし

 上田市議会 第 1 号 上田市議会議員 

委 員 中村
なかむら

  知
とも

義
よし

 上田市議会 第 1 号 上田市議会議員 

委 員 宮下
みやした

  勝
かつ

久
ひさ

 学識経験のある者 第 2 号 上田商工会議所 

委 員 池田
いけだ

   福慈
よしのり

 学識経験のある者 第 2 号 長野県建築士会上小支部 

委 員 青木
あおき

   和博
かずひろ

 学識経験のある者 第 2 号 上田市農業委員会 

委 員 髙
たか

野
の

   光代
みつよ

 学識経験のある者 第 2 号 長野県司法書士会上田支部 

委 員 龍野
たつの

   壮
そう

太
た

 学識経験のある者 第 2 号 
長野県宅地建物取引業協会  

上田支部 

委 員 髙
たか

木
ぎ

   直樹
なおき

 学識経験のある者 第 2 号 信州大学名誉教授・特任教授 

委 員 野口
のぐち

   暢子
のぶこ

 学識経験のある者 第 2 号 長野県立大学講師 

委 員 相川
あいかわ

  陽一
よういち

 学識経験のある者 第 2 号 長野大学教授 

委 員 國
くに

枝
えだ

  聡
さとし

 学識経験のある者 第 2 号 上田電鉄株式会社 

委 員 宮下
みやした

  正明
まさあき

 学識経験のある者 第 2 号 上田市商工会 

委 員 柳 沢
やなぎさわ

 由里
ゆ り

 関係行政機関の職員 第 3 号 上田地域振興局長 

委 員 中島
なかじま

  俊 一
しゅんいち

 関係行政機関の職員 第 3 号 上田建設事務所長 

委 員 島田
しまだ

   信司
しんじ

 関係行政機関の職員 第 3 号 上田警察署長 

委 員 中山
なかやま

  康
みち

昭
あき

 市長が必要と認める者 第 4 号  

委 員 清住
きよすみ

  洋子
ようこ

 市長が必要と認める者 第 4 号  

任期：令和 4 年 12 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日  

 


